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重 要 事 項 説 明 書 
 

保育の提供開始にあたり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準 

（平成２６年内閣府令第３９号）第５条に基づいて、当施設があなたに説明すべき重要事項は 

次のとおりです。 

 

第１ 事業者 

事 業 者 名 称 社会福祉法人ちとせ交友会 

主たる事務所の所在地 東京都千代田区二番町７－５ 

法 人 種 別 社会福祉法人 

代 表 者 氏 名 理事長  山 口 哲 史 

電 話 番 号 電 話  03-3222-3255 

 

   第２ ご利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 尾頭橋ちとせ保育園 

施 設 の 所 在 地 名古屋市中川区尾頭橋２丁目５－１５ 

管 理 者 氏 名 園 長  梅田 真輝 

連  絡  先 
電 話  052-332-7333 

ＦＡＸ  052-332-7334 

 

第３ 施設の目的・運営方針 

  尾頭橋ちとせ保育園（以下、「当園」という。）は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）及び      

なごや子どもの権利条例の理念にのっとり、保育を必要とする乳児及び   幼児の保育を行い、その

健全な心身の発達を図ることを目的とする。 

 

（１）当園は、子ども達が日中過ごす～Home～です。すべての子ども、そして、保護者の心安らぐ憩い   

の Homeとなれますよう、愛情いっぱい、笑顔いっぱいの保育園運営を目指しています。 

 

（２）当園は、保護者の信頼を得られ、保護者が安心して働き続けられるように、職員全員が保育者と   

しての自覚を持ち、一人ひとり子どもを大切にし、子どもの育ちを理解した保育を実施し、保護者へ  

の子育て支援をしていきます。 

 

第４ 施設・設備等の概要 
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（１）施設 

敷 地 
敷 地 全 体 323.91㎡   

屋外遊戯場 200.64㎡   

園 舎 
構 造 鉄骨造   

延 べ 面 積 514.29㎡   

 

（２）主な設備 

設 備 居 室 数 備    考 

乳児室 3室 0歳児クラス、1歳児クラス、2歳児クラス 

保育室 3室 3歳児クラス、4歳児クラス、5歳児クラス 

   

   

   

   

   

   

 

 

第５ 利用定員 

 

認 定 区 分 利 用 定 員 

2 号 認 定 子 ど も 36 人 

3 号 認 定 子 ど も 
満 1歳以上 18 人 

満 1歳未満 6 人 
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第６ 職員の配置状況 

 当園は「名古屋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 24 年名古屋市条例第

100号）」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、下記職種の職員を配置しています。 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 １ １ ―  

主任保育士 1 1 ―  

保育士 18 13 5  

医師（嘱託医） 2 ― 2  

看護師 1 1 ―  

保健師 0 ― ―  

事務職員 1 ― 1  

調理員 3 2 1  

※ その他、必要に応じて職員を配置しております。 

 

第７ 職員の勤務体制 

職 種 勤 務 体 制 備   考 

園長 9：00 ～ 18：00  

主任保育士 8：00 ～ 17：00  

保育士 

 

早番 7：00 ～ 16：00 

日勤 8：00 ～ 17：00 

遅番 10：00 ～ 19：00 

＊ローテーションにより、各保育教諭の勤務

日及び勤務時間帯は異なります。 

園児の預かりが終わり次第 

閉園となります。 

調理員 8：00 ～ 17：00  

※ 職務の都合上、上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

 

第８ 保育を提供する日、時間 

開 所 曜 日 2・3号  月 ・ 火 ・ 水 ・ 木 ・ 金 ・ 土 

開 所 時 間 

（延長保育） 
2・3号 

平日 7：00 ～ 18：00（～19：00） 

土曜日 7：00 ～ 18：00（～19：00） 

日曜日・祝日  休園日 

コア時間  8：30 ～ 16：30 
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※ 延長保育料は、名古屋市が定める徴収金額に基づき、下記の内容で運営します（1日の徴収額）。 

 【短時間保育の方】     16:31から 18:00まで 200円 

【短時間・標準保育 共通】 18:01から 19:00まで 200円  

上記料金は、Ａ～Ｂ階層の方は 200円⇒0円、Ｃ１～Ｃ３階層の方は 200円⇒100円となります。 

※ 12月 29日から 1月 3日は休園日となります。 

※ 表中の号数は、子ども・子育て支援法第 20条に規定される支給認定の各区分を表しています。 

 

第９ 提供する保育の内容 

 当園は、保育所保育指針（平成 29年厚生労働省告示第 117号）に基づき、園児の心身の状況等に応じて、

次に掲げる保育の提供等を適切に行います。 

（１） 当園の保育理念 

     子ども達が日中過ごす～Home～です。すべての子ども、そして、保護者の心安らぐ憩いの Home

となれますよう、愛情いっぱい、笑顔いっぱいの保育園運営を目指しています。 

（２） 当園の保育目標 

     行き届いた安全な環境と、家庭的な温かい雰囲気の中で、ひとりひとり子どもを大切にし、  

健康で・明るく・思いやりのある・自律性を持った子どもの育成を目指しています。 

（３） 当園の保育の内容に関する全体計画 

     保育所運営 50 年の実績を生かして、ピアジェの構成論の理論に基づいた保育カリキュラム  

を行いながら、無理なく子どもの発達を促していけるような質の高い幼児教育を提供してい    

きます。 

（４） デイリープログラム（一日の流れ） 

平  日 土 曜 日 

時間 活  動 時間 活  動 

7：00 

 

 

9：00 

 

 

9：30 

10：00 

11：00 

12：30 

13：00 

15：00 

 

16：00 

・開園 

順次登園 

異年齢児保育（自由あそび） 

・朝の自由活動 

・各保育室に移動 

・朝のおやつ 

・グループタイム 

・本日の主活動 

・給食 

・午睡準備をする 

・午睡時間 

・午睡目覚め 

・午後のおやつ 

・順次降園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的に平日に準じます 

が、異年齢合同保育と 

なります。 

 

 

 

※ 離乳食、食物アレルギー対応食を提供します。 
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（５） 年間行事計画 

月 保護者参加行事     園内季節行事 他 

４月 ・入園式   

５月  ・子どもの日の集い 

６月 

・保育参観 

・個人懇談会 

・内科健診 

・歯科検診 

・プール開き（6月下旬又は 7月上旬） 

７月  ・七夕の集い 

８月  ・夏まつり 

９月   

１０月 ・運動会 ・ハロウィン 

１１月  ・秋の遠足 

１２月 ・生活発表会 ・内科健診・クリスマス会 

１月  ・新年の集い 

２月 
・保育参観 

・個人懇談会 
・節分の集い  

３月 ・卒園式 ・ひなまつり会  

※ 誕生会・身体測定・避難訓練は毎月実施します。 

（６） 給食・おやつの提供 

   市から配布される献立表を参考に、鮮度の良い食材を取り入れ、季節感のある献立となるよう工夫

しています。給食（食材）を身近に感じられるように、自分たちで野菜を育てるなど食育にも力を入

れていきます。給食は、園内の調理室で調理し提供します。0・1・2 歳児には午前のおやつ、午後は

全員におやつを提供致します。食材については、協力的で信頼できる地元業者と交渉・相談しながら、

新鮮で良質な食材を納入してもらい、安全・安心なものを提供するよう努めます。また、遠足などの

園行事の場合には、お弁当を持参していただくことがあります。 

子ども達に必要な栄養をバランスよく供給できるような献立に準じて、完全給食を行います。 

（７） その他の事業の実施状況 

・産休あけ保育 

   働く保護者が出産後も継続して勤務できるように、産休あけ（生後５７日目）からの保育を実施  

しています。 

・障害児保育 

   心身に障害を有し、かつ集団保育が可能な子どもを受け入れ、健常児とともに保育することにより、

障害児の成長・発達の促進を図り、障害児に対する理解を深めます。 

 ・延長保育 

   保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う保育時間の延長に対する保育需要に対応する

ため、保育時間の延長を行います。 

・地域子育て支援事業 

  地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭に対する育児支援、子育てに関す

る相談指導や情報提供等を行います。 
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第１０ 利用料金 

（１）保育にかかる利用者負担額（利用料） 

   名古屋市が定める利用料をお支払いいただきます。 

 

（２）延長保育にかかる費用 

   延長保育を利用された場合は、名古屋市が定める利用料をお支払いただきます。 

 

（３）保育において提供される便宜に要する費用及び特定負担額 

  ・便宜に要する費用・・・当園では、第９に掲げる保育を提供するにあたり、必要となる 

物品の購入や行事への参加等に係る実費をお支払いただきます。 

 

区 分 項   目 負 担 額 

便宜に要する 

費用 

給食主食費（3歳児～5歳児） 月額 1,000 円 

給食副食費（3歳児～5歳児） 月額 4,500 円 

教材費（英語・体操教室） 月額 1,200～3,200円程度 

ふとんリース代（0歳児～2歳児） 月額  1,210円 

行事への参加費用 年額 6,000 円程度 

入園児・新年度備品等購入代 年額 6,000～23,000円程度 

 

第１１ 利用の終了に関する事項 

 園児が、次に該当する場合は、保育の提供を終了するものとします。 

（１）園児が小学校へ就学したとき 

（２）園児の保護者が、「子ども・子育て支援法」に基づく支給認定を受けられなくなったとき 

（３）その他、当園の利用を継続することが困難な事由があるとき 

 

第１２ 緊急時等の対応方法 

（１）医療機関 

  園児に体調の急変等の緊急事態が発生した場合は、速やかに保護者の緊急連絡先等又は嘱託医へ 

の連絡を行います。 

 

小児科 

医 療 機 関 の 名 称 野村医院 

医 師 名 院長 石 川 敦 子 

所 在 地 名古屋市中川区福住町１－５ 

電 話 番 号 052-351-6261 
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小児歯科 

医 療 機 関 の 名 称 レモン歯科 

医 師 名 院長 福永 常緯 

所 在 地 名古屋市中川区露橋 2丁目 23-13 

電 話 番 号 052－361-4618 

 

（２）災害共済給付制度への加入 

   当園では、日本スポーツ振興センターの児童災害共済の他に、全園児が損害保険ジャパンの傷害  

保険に加入しています。 

 

第１３ 非常災害対策 

暴 風 警 報 発 令 時 

午前 6時時点で発令されている場合は臨時休園。  

但し午前 11時までに解除された場合は午後 13時より開園。 

登園後は、発令の時点で閉園。 

警 戒 レ ベ ル ３ 

高 齢 者 等 避 難 発 令 時 

警 戒 レ ベ ル ４ 

避 難 指 示 発 令 時 

特 別 警 報 発 令 時 

午前 6時時点で発令されている場合は臨時休園。          

登園後は、発令時の時点で閉園。 

南 海 ト ラ フ 地 震 

及 び 災 害 級 の 地 震 に 

関 連 す る 情 報 （ 臨 時 ） 

在宅時に発令（震度５弱以上）された場合は自宅待機。 

登園・降園時に発令された場合は保護者は園児と最寄りの避難

所に向かう、または自宅に帰る。 

在園時に発令された場合は保護者の迎えをもって降園。 

避 難 訓 練 
毎月１回定期的に実施。 

付帯施設の消防計画に基づいた訓練参加。 

非 常 災 害 用 備 蓄 
飲料水、乾パン、粉ミルク、懐中電灯、携帯コンロ等必要な備

蓄品を準備し、定期的に確認・交換を行います。 

 

第１４ 防犯、事故防止のための措置 

 当園は、園児の安全を確保するため、登園時、降園時の送り迎え時はモニターによる確認をさせていた

だき、入口のセキュリティー管理を行い、不審者の侵入等を防ぎます。 

 保育士の配置を基準以上の職員で対応し、人員体制による事故防止に努めます。 

 お預かりしている園児に病状等の緊急事態が生じた場合には、緊急連絡票に記載されている緊急連絡 

先優先順位に連絡を取り、対応を決めさせていただきます。保育園からの連絡が取れるようにしていた

だく場合もあります。 
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第１５ 虐待の防止のための措置 

 当園は、園児の人権の擁護、児童虐待の防止のため、虐待防止に関する責任者を選任するとともに 

職員に対し研修を実施します。 

 

第１６ 苦情等の受付について 

当園における苦情やご相談は以下の窓口で受け付けます。 

当 園 苦 情 相 談 窓 口 
苦情解決責任者 園長 

苦情受付担当者 主任保育士 

第 三 者 委 員 会 

島田 徹 

八熊学区区政協力委員会委員長 

名古屋市中川区尾頭橋 4-4-13 

 竹尾 朋子 

民生・児童委員会長 

名古屋市中川区尾頭橋 4丁目 5番 23号 

 

 

第１７ その他留意していただきたいこと 

  ・与薬について（処方薬のみ市販薬は与薬致しません） 

   ⇒ 原則として、保育園で与薬の代行は行いません。ただし、医師の指示により保育時間内の 

服用がどうしても必要な薬（処方薬に限る）は、この限りではありません。 

  ・利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動、及び営利活動は 

   ご遠慮下さい。 

 

  ＊下記事項がありましたら園に連絡してください。 

 ・家庭の状況に変更があった時（住所、勤務先、連絡先、家族の移動など） 

 ・保育園を休む場合 

・登降園時間が大幅に前後する場合  

・園児が、怪我や病気で入院や長期欠席をする場合 

・送迎者に変更がある場合（日頃と違う方がお迎えの場合は、前以てお知らせ下さい） 

  

  

 

 

 

 

 

 

※この重要事項説明書の内容は、令和 6年 4月 1日現在の情報です。 


